
◎旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の

支給等に関する法律の一部を改正する法律 
（令和六年四月五日法律第一二号）（衆）   

一、 提案理由（令和六年三月一四日・衆議院本会議） 

○谷公一君  

……………（略）…………… 

 次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する

法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関す

る法律に基づく一時金の支給の請求期限を五年延長するものであります。 

 本案は、昨十三日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とする

ことに決したものであります。 

 なお、本委員会におきまして、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する

一時金の支給等に関する件について決議が行われたことを申し添えます。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

○決議（令和六年三月一三日） 

一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者（以下「優生手術等を受けた者」とい

う。）が御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給につい

て効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じて、

分かりやすい文章、点字、手話など、情報提供の在り方を工夫し、優生手術等を受け

た者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。 

二 国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、優生手術等を受けた者

等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の

「請求受付」につながるよう、優生手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連す

る行政機関、地方公共団体、医療機関・福祉施設等と緊密な連携をすること。 

三 一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があること

を踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。 

四 旧優生保護法に基づく優生手術等に係る資料が優生手術等を受けた者の被害状況を

証明するために重要であることに鑑み、国は、資料の破棄などを行わずその保管・保

全を徹底するよう地方公共団体、医療機関・福祉施設等に改めて通知すること。 

 右決議する。 

二、参議院内閣委員長報告（令和六年三月二九日） 

○阿達雅志君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 



 次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する

法律の一部を改正する法律案は、一時金の支給の請求の状況に鑑み、一時金の支給の請

求期限を五年延長しようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する

特別委員長谷公一君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年三月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者（以下「優生手術等を受けた者」とい

う。）が御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給につい

て効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じ

て、分かりやすい文章、点字、手話など、情報提供の在り方を工夫し、優生手術等を

受けた者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。 

二 国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、優生手術等を受けた者

等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の

「請求受付」につながるよう、優生手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連す

る行政機関、地方公共団体、医療機関・福祉施設等と緊密な連携をすること。 

三 一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があること

を踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。 

四 旧優生保護法に基づく優生手術等に係る資料が優生手術等を受けた者の被害状況を

証明するために重要であることに鑑み、国は、資料の破棄などを行わずその保管・保

全を徹底するよう地方公共団体、医療機関・福祉施設等に改めて通知すること。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


